
 

 

役員報酬規程 
 

（目的） 
第１条 この規程は社会福祉法人田邑保育園役員の報酬について定めたもので

ある。 

 

（定義） 

第２条 この規程でいう役員とは、理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員、 

苦情対応第三者委員をいう。 

  

（役員の報酬） 

第３条 役員の報酬については、役員の地位にあることのみによっては支給し 

ない。 

  ２ 役員会等に出席した時の報酬は、別表Ⅰの報酬を支給する。  

 

（業務の種類） 

第４条 役員は次の業務内容により、報酬を支給する。 

① 理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会へ出席したとき。 

② 園内監査をしたとき。 

③ 指導監査の立会いなど、法人が要請した業務に携わったとき。 

④ 苦情対応第三者委員が、法人及び施設に係る苦情業務に携わったと 

き。 

⑤ その他、理事長が必要と認めた業務を執行したとき。 

 

（出張旅費） 

第５条 役員が、法人業務のため出張する場合は別表Ⅱを支給する。 

① 旅費は実費支給する。 

但し、原則として出張終了後支払うが 必要に応じ事前に概算払い 

をし、出張終了後精算することができる。 

② 宿泊を伴う場合は宿泊費を支払う。 

③ 業務遂行に使用した実費を支給する。 

 

（適応除外） 

第６条 施設の職員を兼務する者には、この規程を適応しない。 



 

 

（改正） 

第７条 この規程を改正するときは理事会の承認を経て、評議員の議決を得な 

ければならない。 

 

附則 平成 24 年４月１日より適用。 

 

附則 平成 29 年４月１日から実施。 

 

附則 （費用弁償）第４条を（費用弁償及び総額） 第４条 役員は次の業務 

内容により理事、監事、評議員選任・解任委員、苦情対応第三者委員に 

は 、総額 20 万円以下とし 、別表１（費用弁償）で、平成 30 年４月１ 

日から支払う。とし実施。 

 

附則 この規程は、令和３年４月１日遡及改正実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表Ⅰ 

理事会、評議員会、評議員選任・解任委

員会に出席した場合                

 

一回    3,500 円 

園内監査を実施した場合 一回    8,000 円 

園内監査の立合人 一回    8,000 円 

指導監査の立会等法人が要請し業務に 

携わった場合                   

但し、半日業務の場合は半額とする   

 

一日   10,000 円 

苦情対応第三者委員が法人及び施設に 

係る苦情業務に係った場合      

 

一回     3,500 円 

  

 

別表Ⅱ 

旅 費 宿泊料（１泊） 日 当 半 日 

実 費 15,000 円 10,000 円 5,000 円 

 


